
（参考様式９） 

 

○×通所介護事業所 運営規程の新旧対照表 

 

旧    新 

（事業所の名称と所在地） 

第３条 事業所の名称及び所在地は下記のとおりとする。 

 西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

○×通所介護事業所 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第５条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 

（１）管理者 １名（常勤、同一敷地内にある特別養護老人ホーム○○の管

理者と兼務） 

 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

（３）生活相談員１名（常勤専従） 

（４）看護職員４名（常勤専従３名、常勤兼務１名、機能訓練指導員と兼務） 

（５）機能訓練指導員１名（常勤兼務、看護職員と兼務） 

（６）介護職員３４名（常勤２８名、非常勤６名） 

（７）介護支援専門員１名（常勤） 

（８）栄養士 １名（常勤） 

（９）事務員 ２名（常勤） 

（事業所の名称と所在地） 

第３条 事業所の名称及び所在地は下記のとおりとする。 

 西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地 

 デイサービスセンター○× 

（職員の職種、員数及び職務の内容） 

第５条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 

（１）管理者 １名（常勤、同一敷地内にある特別養護老人ホーム○○の管

理者と兼務） 

 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

（３）生活相談員１名（常勤専従） 

（４）看護職員５名（常勤専従３名、常勤兼務２名、機能訓練指導員と兼務） 

（５）機能訓練指導員２名（常勤兼務、看護職員と兼務） 

（６）介護職員３６名（常勤３０名、非常勤６名） 

（７）介護支援専門員１名（常勤） 

（８）栄養士 １名（常勤） 

（９）事務員 ２名（常勤） 

 


